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新年度 二予算可 ノミ の一瞬

一へ《三子一や）》ふさ

昭和42年度一般会計予算

歳 入 単位千円 昭
和
四
十
二
年
度
・
刀
一
回
定
例
両
議
会
逆
三
月
十
一
日
に
開

会
さ
れ
、
会
期
十
一
円
間
を
も
っ
て
、
新
年
度
予
獅
、
議
案
十

五
件
、
補
正
予
算
等
が
審
議
さ
れ
、
い
ず
れ
も
可
決
さ
れ
二
十

日
開
会
し
ま
し
た
。

市
長
は
四
十
二
年
腱
予
算
の
提
出
に
あ
た
り
大
要
次
の
よ
う

な
施
政
の
方
針
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。

「
ま
ず
な
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
数
多
く
の
事
業
の
な
か
か
ら
今
年

の
重
点
施
策
と
し
ま
し
て
、
昨
年
の
選
挙
の
と
き
に
お
約
束
し

ま
し
た
公
約
の
実
現
に
努
力
し
、
高
萩
中
学
校
屋
内
体
育
館
の

建
設
、
保
育
所
の
建
設
、
谷
地
川
の
改
修
工
事
等
に
重
点
を
お

き
今
年
の
市
政
を
進
め
て
い
き
た
い
と
強
調
し
ま
し
た
。
」

さ
て
本
年
度
予
算
の
概
笑
を
述
べ
て
ふ
ま
す
と
、
一
般
会
計

予
算
は
江
億
三
千
三
百
ｒ
三
灯
二
千
円
、
特
別
会
計
予
算
七
千

八
百
三
四
〃
九
千
門
で
総
額
六
億
一
千
百
四
七
万
七
千
円
の
大

規
模
予
算
に
な
り
ま
し
た
。
前
年
度
に
比
ゞ
へ
十
五
・
○
％
の
増

加
を
見
込
ん
で
お
り
蛍
す
。

こ
れ
を
職
入
画
よ
り
ゑ
ま
す
と
市
税
に
お
い
ｒ
“
は
叩
年
度
に

比
較
し
て
八
％
の
増
加
を
見
込
皐
、
一
億
八
千
三
百
余
万
Ｈ
を

見
積
り
、
市
氏
税
の
個
人
所
得
の
伸
び
と
景
気
回
復
に
よ
る
法

人
税
の
噌
収
を
見
込
ん
で
お
り
ま
す
。
固
定
資
脆
税
に
お
い
て

は
新
築
家
屋
の
塒
加
に
伴
い
、
増
収
が
見
込
吏
れ
る
反
面
償
却

資
産
の
償
却
額
が
多
い
た
め
減
収
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

な
お
、
高
萩
炭
脳
の
閉
山
に
伴
い
鉱
産
税
の
減
収
、
そ
の
他
の

税
は
て
れ
ぞ
れ
前
年
度
の
実
績
を
基
に
し
て
計
上
し
ま
し
た
‐

才
出
予
算
面
を
詮
ま
す
と
消
費
的
経
費
の
極
力
節
減
を
図
り

投
資
的
経
幽
に
充
分
意
を
川
い
て
お
り
ま
す
《
性
質
別
に
分
弧

し
て
み
ま
す
と
、
人
件
費

一
三
、
二
％
・
物
件
費
八
、
五
％
、

維
持
補
修
質
一
、
表
％
、
扶
助
費
二
○
、
七
％
、
捕
助
費
七
、

一
％
、
普
通
建
設
事
業
費
一
五
、
七
％
、
失
業
対
縦
事
業
潤

一
ハ
、
五
％
、
公
債
費
四
、
四
％
、
そ
の
他
七
、
七
％
と
な
っ
て

お
り
ま
す
。

本年度
予算額

荊 階成比％

34．4

27．7 I1市 税 １
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３
７
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１
２

１
９ ､

4嶬用料及手粒渦

5国庫支出金 氾

加

加
－
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旧
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県
財
寄

６
７
８

支出釜 1 ．8
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附
寺
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金
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令

０
０

２
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９
２
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9繰 ０
０
１

Ｂ
●
■

０
０
３

僻

朧

越 金 １

S

収 入 16－399

I
12市 債 28．000
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魂
一

歳入 合計 100

|交通安全年間スローカン安 間交 全 ’
入
学
式
の
案
内

上
君
田
小
４
月
６
日
Ⅲ
時

下
君
田
小
〃
〃

横
川
小
〃
〃

高
萩
小
４
月
７
日
加
時

私
山
小
〃
〃

東
小
〃
〃

松
岡
小
〃
〃

高
萩
中
４
月
７
日
旧
時

秋
山
中
〃
〃

松
岡
中
〃
〃

煮
田
中
〃
〃

幼
稚
園
４
月
８
日
旧
時

高
萩
高
校
４
月
７
日
９
・
加

高
萩
工
業
４
月
７
日
９
時

’

1
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》
時
代
の
変
遷
と
社
会
構
造
の
大
き
な
変
化
は
‐
行
財
政
の
需
》

一
要
を
ま
す
ま
す
大
き
く
し
て
い
る
時
か
ら
、
何
分
当
市
の
よ
う
》

》
に
自
主
財
源
の
乏
し
い
市
に
あ
り
ま
し
て
は
、
な
さ
ね
ば
な
ら
軸

》
ぬ
数
多
く
の
仕
事
を
計
画
し
て
お
り
ま
す
の
で
な
か
な
か
困
難
》

《
が
予
想
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
収
支
の
均
衡
を
》

》
保
持
し
な
が
ら
、
行
政
効
果
が
最
大
に
発
揮
さ
れ
る
よ
う
に
編
一

睡
成
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

》
そ
こ
で
本
年
隣
の
予
算
の
才
出
面
か
ら
主
な
る
事
業
を
と
り
一

》
あ
げ
、
ど
ん
な
仕
事
が
ど
れ
く
ら
い
の
予
算
で
お
こ
な
わ
れ
る
一

一
か
を
お
知
ら
せ
し
ま
し
ょ
う
。

》
費
》
市
議
会
を
運
営
し
て
い
業
団
地
調
沓
委
託
料
五
八
万
円

》
会
“
く
た
め
に
必
要
な
経
費
事
務
改
善
費
等
が
あ
り
、
こ
の

・
菫
我
・

当
一
二
β
で
、
議
員
の
報
酬
や
事
ほ
か
総
務
費
に
は
徴
税
聾
の
千

務
局
職
員
の
給
与
費
な
ど
千
七
六
百
七
七
万
円
、
戸
籍
住
民
登

百
二
四
万
円
が
計
上
さ
れ
て
お
録
費
の
七
百
七
七
万
円
、
選
挙

り
ま
す
。
費
二
百
六
○
万
円
、
統
計
調
査

ぶ
費
却
市
が
仕
事
を
し
－
４
｜
い
く
費
百
五
二
万
円
、
監
査
委
員
魁

“
務
》
上
に
必
要
な
経
費
の
う
二
八
万
円
が
あ
り
ま
す
。

銅
総
咄
ち
総
務
的
な
経
費
で
、
一
費
一
市
民
の
福
祉
増
進
を
図

本
年
度
は
前
年
度
に
比
、
へ
六
百
“
生
“
る
た
め
の
経
費
が
盛
ら

八
九
万
円
の
増
加
と
な
っ
て
お
一
民
一
れ
て
い
ま
す
、
当
市
の

り
ま
す
。
歳
出
科
目
で
一
番
多
く
二
五
、

こ
の
う
ち
最
哨
多
い
の
が
総
一
％
が
民
生
費
で
す
。
こ
の
主

務
管
理
費
の
五
千
三
百
七
六
万
な
る
も
の
は
生
活
保
護
費
が
大

円
で
す
、
こ
の
中
に
は
、
三
役
部
分
で
一
億
五
百
五
万
円
、
社

や
秘
書
課
、
総
務
課
、
出
納
室
会
禰
祉
費
千
八
百
九
四
万
円
、

職
員
の
給
与
費
な
ど
が
盛
ら
れ
児
童
褐
祉
費
九
百
六
三
刀
円
こ

て
い
る
一
般
管
理
費
を
は
じ
め
の
中
に
は
保
育
所
の
建
設
費
と

市
有
財
産
管
理
の
た
め
の
財
産
し
て
三
百
万
円
が
含
ま
れ
て
お

管
理
費
に
七
百
六
三
万
円
、
う
り
ま
す
。

ち
市
有
林
下
刈
代
、
補
杣
人
夫
》
費
》
市
民
の
健
康
を
守
り
、

賃
八
四
万
円
、
庁
舎
修
繕
料
百
”
生
》
市
を
き
れ
い
に
す
る
た

万
円
、
車
庫
、
倉
庫
津
設
費
に
》
衛
一
め
の
費
用
が
計
上
ざ
れ

百
五
三
万
円
、
企
凹
費
に
は
工
て
い
存
す
。
こ
の
う
ち
保
健
衛

今
年
の
重
点
施
策

口
高
萩
中
の
体
育
舘
建
設
□

口
秋
山
地
区
に
保
育
所
を
建
設
□

口
谷
地
川
の
改
修
工
事
□

一
費
一
農
業
、
林
業
の
振
與
を

》
業
嘩
図
る
た
め
の
も
の
で
す

一
椎
一
農
業
委
員
会
費
を
は
じ

》
林
》
め
、
農
業
椛
造
改
善
、

鼠
辰
》
土
地
改
良
事
業
ゞ
箭
匪

振
興
な
ど
‐
農
業
振
興
費
に
三

千
四
百
四
七
万
円
を
、
ま
た
林

業
費
と
し
て
六
○
万
円
が
計
上

さ
れ
て
お
り
ま
す
。

》
費
》
市
の
発
展
に
大
き
な
役

函
工
《
割
り
を
持
つ
商
工
業
の

》
商
一
振
興
を
図
る
た
め
の
も

の
で
、
商
工
会
助
成
百
五
○
万

円
中
小
企
業
勤
労
福
祉
施
設
資

金
貸
付
金
百
万
円
等
、
商
工
振

興
費
、
観
光
費
な
ど
が
盛
ら
れ

て
い
ま
す
。

呼
費
一
士
木
事
業
は
失
業
対
策

皿
木
哩
事
業
計
画
上
平
行
し
て

》
土
一
特
に
今
年
は
道
蹄
〔
川

生
費
は
二
千
百
五
六
万
円
で
、

こ
の
中
に
は
各
種
予
防
接
種
や

結
核
予
防
費
、
高
萩
市
及
び
北

茨
城
市
と
共
同
で
建
設
す
る
と

畜
場
費
の
分
担
金
四
百
九
七
万

円
、
君
田
診
料
所
の
運
営
費
等

が
含
ま
れ
て
お
り
ま
す
。
清
掃

費
は
一
千
五
百
六
二
万
円
、
う

ち
し
尿
じ
ん
芥
処
理
場
負
拙
金

千
七
七
万
円
が
主
な
る
も
の
で

す
。《

費
一
失
業
対
餓
我
の
経
費
が

￥
働
叩
盛
ら
れ
て
お
り
、
失
業

一
労
一
対
節
総
務
費
に
は
六
百

七
三
万
円
、
労
仙
者
の
福
祉
埆

進
を
図
る
た
め
の
費
用
か
盛
ら

れ
て
お
り
ま
す
、
ま
た
資
材
賊

入
費
三
百
三
六
万
円
、
現
場
設

置
詰
所
費
二
五
万
円
が
計
上
さ

れ
て
お
り
ま
す
。

溝
工
事
に
重
点
を
お
い
て
予
算

化
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
道
路
の

改
良
と
舗
装
、
橋
り
ょ
う
の
か

け
替
え
、
側
溝
の
改
修
と
新
設

な
ど
に
使
わ
れ
る
道
脇
橘
染
典

に
は
千
二
百
二
五
万
円
（
九
九

七
万
円
増
）
方
計
上
、
ま
た
都

市
計
画
費
に
は
谷
地
川
の
鉄
橘

下
暗
さ
よ
う
改
修
工
事
を
都
而

計
画
事
業
と
し
て
取
り
上
げ
、

地
域
住
民
の
多
年
の
念
即
を
か

な
え
る
た
め
に
千
六
百
八
四
万

円
か
計
上
さ
れ
て
お
り
ま
寸
・

こ
の
他
・
本
年
度
事
業
と
’
て

予
定
さ
れ
て
い
る
矛
二
種
公
営

住
宅
二
十
戸
の
建
設
轡
千
八
二

万
円
な
ど
住
宅
費
に
千
七
百
三

○
万
円
が
計
上
さ
れ
て
い
玄
す

》
費
一
市
民
の
生
命
、
財
産
を

姻
防
“
守
る
消
防
活
動
に
必
要

・
肖
・

曙
・
ｆ
な
経
費
が
盛
⑳
火
て
い

（
３
面
上
段
へ
こ
づ
く
）

花
の
四
月
が
や
っ
て
き
ま
し

た
、
さ
く
ら
、
も
く
れ
ん
、
か

い
ど
う
、
ち
ん
ち
よ
弓
げ
、
や

ま
ぶ
き
を
は
じ
め
、
た
ん
ぽ
ぼ

な
で
し
こ
、
矢
車
草
、
ア
マ
リ

リ
ス
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
な
ど
が

山
野
に
け
ん
を
競
う
四
月
で
す

ど
こ
の
家
庭
に
も
楽
し
い
希
望

が
あ
ふ
れ
て
、
入
学
、
進
学
爵

就
職
と
新
し
い
人
生
へ
ス
タ
‐
‐

卜
す
る
若
な
し
い
月
で
す
。

農
家
も
忙
し
く
な
り
ま
す
。

麦
の
士
入
れ
、
中
耕
、
繭
物
の

植
え
つ
け
、
苗
代
の
轆
備
、
各

種
野
菜
物
の
た
れ
ま
き
な
ど
。

手
落
ち
の
な
い
よ
う
十
分
計
画

を
練
っ
て
、
こ
と
し
の
農
作
を

期
待
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

家
庭
を
あ
ず
か
る
主
婦
に
と

っ
て
も
当
分
忙
し
い
日
が
つ
づ
八
日
（
土
）
は
花
ま
つ
り
、
お

し
や
か
さ
ま
の
日
で
す
。

き
ま
す
、
合
理
的
な
時
間
の
使
十
日
（
月
）
は
婦
人
週
間
の
初

い
方
を
考
え
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
日
。

て
き
ぱ
き
と
物
事
を
始
末
し
て
十
一
日
（
火
）
は
メ
ー
ト
ル
法

い
き
ま
し
ょ
う
。
公
布
記
念
日

十
八
日
（
火
）
は
発
明
の
日

さ
て
今
月
の
こ
よ
み
は
二
十
日
（
木
）
逓
信
記
念
日

一
三
、
二
一
一
一
二
、
’
一
一
三
、
三
三
、
三
一
一
三
一
ｈ
－
三
二
十
一
Ｈ
（
金
）
は
穀
雨
と
い

く
っ
て
農
作
物
に
欠
か
せ
な
い

－
４
月
メ
モ
瀬
話
蛙
帥
蝿
軒
辨
際

一
い
る
こ
と
で
し
よ
》
う
。

、
三
一
三
一
一
、
三
三
一
一
く
三
三
一
一
Ｋ
睾
三
一
一
Ｋ
三
二

一
Ｈ
（
士
）
官
庁
の
新
会
計
年
二
汁
｜
弘
泪
綿
心
諦
諦
巳
》
咋
沁

度
が
始
ま
り
ま
す
。
二
七
年
の
こ
の
日
、
Ｈ
米
間

七
日
（
金
）
は
世
界
保
健
デ
ー
は
七
年
間
の
戦
争
状
態
を
終

世
界
中
の
人
々
が
す
簿
へ
て
腱
り
、
日
本
が
独
立
し
た
日
で

斗
叫
ノ
』
○

藻
藏
灌
潔
壁
潅
二
断
唄
生
涯
鐵
箔

日
で
す
。
イ
ー
ク
の
開
蕪
で
す
。

父
泌
只
野
只
浬
賦
邪
便
が
伐
芯
強
郡
ハ
悪
只
災
乃
ハ
蛍
芯
○

一
狂
乱
》
一
一
一

一一〈
一

一

八
日
（
土
）
は
花
ま
つ
り
、
お

し
や
か
さ
ま
の
日
で
す
。

十
日
（
月
）
は
婦
人
週
間
の
初

串子ザザゾ一一

々
と
そ
の
成
果
が
達
成
さ
れ

つ
つ
あ
り
ま
す
こ
と
を
心
か

ら
お
喜
び
申
上
げ
ま
す
。

さ
て
、
こ
の
た
び
私
は
二

月
十
七
日
の
臨
時
市
議
会
に

お
い
て
、
図
ら
寺
も
議
会
の P

b

卜

再
任
の
ご
あ
い
さ
つ

助
役
岩
本
啓
治

去
八
年
間
の
経
験
と
反
省
の

上
に
立
っ
て
安
村
市
長
の
公

約
実
現
の
た
め
一
意
努
力
し

た
い
所
存
で
あ
り
ま
す
の
で

な
お
一
層
の
ご
支
援
と
ご
鞭

腱
方
賜
り
た
い
と
思
い
さ
す

…
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ま
す
、
主
な
る
も
の
は
、
消
防

署
を
寮
か
な
弓
常
備
消
防
蜜
千

三
百
九
万
円
、
消
防
団
の
活
動

に
使
わ
れ
る
非
常
勤
消
防
街
に

二
百
二
七
万
円
、
消
防
加
計
賀

に
二
百
二
○
万
円
か
計
上
さ
れ

お
て
り
ま
す
。

『
費
一
才
出
科
目
中
で
三
番
に

“
育
》
多
い
教
育
費
は
市
立
の

一
教
《
小
中
学
校
、
幼
稚
園
を

は
じ
め
、
汁
会
教
育
公
民
館

活
動
青
少
年
の
健
全
育
成
、
ス

ポ
ー
ツ
の
振
興
な
ど
に
便
わ
れ

ま
す
。
七
つ
の
小
学
校
を
ま
か

な
う
小
学
校
費
に
二
千
四
百
八

九
万
円
、
中
学
校
費
に
四
千
六

九
万
円
（
二
六
二
三
万
円
増
）

で
こ
の
中
に
は
高
萩
中
学
核
屋

内
体
育
舘
新
築
工
事
費
に
二
千

五
百
一
六
万
円
が
含
ま
れ
て
ま

す
。

こ
の
ほ
か
市
立
幼
糀
園
を
ま

か
な
う
幼
碓
園
費
三
百
三
一
万

円
、
社
会
教
育
や
公
民
舘
活
動

青
少
年
対
策
な
ど
に
四
百
三
七

万
円
、
ス
ポ
ー
ツ
振
興
の
た
め
．

の
保
健
体
育
費
に
五
六
万
円
が

こ
の
教
育
費
に
計
上
さ
れ
て
い

●
琶
す
。

．
・
州
杣
山
ｒ
一
年
度
の
台

一
璋
一
風
に
よ
る
奨
害
川
所
を

↑
復
”
復
旧
丁
勺
た
め
の
孫
黄

一
轄
一
で
八
誼
所
の
復
旧
工
事

．
・
賛
四
百
二
七
万
門
が
計

上
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

一
雷
一
鋪
吋
畔
樺
御
汁
癖
搾
麺

一
垂
一
評
諦
坤
群
匪
倒
軒
壼
懇

一
恭
一
嘩
吐
封
蓉
需
窪
鄙
極
睦

た
と
き
充
て
る
た
め
の
も
の
お
り
ま
す

で
、
八
一
万
円
が
計
上
さ
れ
て

誼

敏

戦

蝉

醗

篭

舜

珂

唯

揚

題

溌

心

兜

壷

か

、

軍

軍

Ⅱ

払

い

Ａ

辛

ｆ

鰯

十
五
日
ル
ス
の

か
た
は
不
在
者

、
投
票
を

僻
‐
て
灘
竿
閣
諮

な
哩
い
っ
て
し
な
け
れ

紬
糾
櫻
挫
縦
熟

川
挙
告
示
日
三
月
二
十

版
‐
誹
灘
瀧
諦

選
呼
．

〃
、
伽
Ｈ
選
挙
人
が
高
萩

Ⅲ
市
の
区
域
外
に
お

Ｉ
し
咄
‐
い
て
職
務
ま
た
は

正
‐
業
務
に
従
事
中
で

Ⅲ
あ
る
べ
き
こ
と

目
選
挙
人
が
や
む

選知
挙事
“. 『:. f ″

’ ， ． 『 『:，

fｾα〕＄
,L , :#

§投3
魚雷ii:
静奉#：

§日；i

狐ま
;＃四｝

§月＃

3十!：
許五$
･贄》 ： ． 『:

i :;日＃

を
得
な
い
川
務
ま
た
は
、
事

故
の
た
め
市
の
区
域
外
に
旅

行
中
ま
た
は
滞
在
中
で
あ
る

声
」
，
し
」

目
選
挙
人
が
疾
病
、
負
傷
、

妊
娠
、
不
貝
若
し
く
は
産
前

産
後
に
あ
る
た
め
歩
く
こ
と

が
、
い
ち
じ
る
し
く
困
難
で

あ
る
と
き

右
の
場
合
の
者
で
す
で
に
入

院
中
で
あ
る
者
は
、
そ
の
入

院
し
て
い
る
病
院
が
指
定
さ

れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
病

院
長
に
申
し
出
れ
ば
そ
の
病

院
で
投
票
が
で
き
ま
す
。

た
だ
し
指
定
を
受
け
て
い
な

い
病
院
に
入
院
中
の
人
は
、

歩
行
不
可
能
な
人
で
も
市
の

選
挙
管
理
委
員
会
へ
出
頭
し

な
け
れ
ば
不
在
者
投
票
は
で

Ｆ

蔀

涙

財

脹

叩

Ｊ

《

詞

．

即

副

句

誹

驚

■

胆

『

竪

傘

《

蕊に二二壺奮 .q－． q声呼

国
民
健
康
保
険
は
、
国
民
の

健
康
と
福
祉
を
ま
も
る
重
要
な

社
会
保
障
の
一
つ
と
し
て
医
療

保
障
に
大
き
な
使
命
を
は
た
し

て
お
り
ま
す
。

顧
み
ま
す
と
、
当
市
の
国
保

事
業
は
、
昭
和
訓
年
４
月
１
日

に
全
市
に
施
行
し
て
今
日
に
至

り
ま
し
た
が
、
開
始
当
初
は
、

給
付
内
容
な
ど
が
著
し
く
貧
弱

な
‐
も
の
で
出
発
し
ま
し
た
、
し

か
し
そ
の
後
幾
度
か
改
善
を
重

ね
、
記
年
旧
月
１
日
に
は
世
帯

主
の
７
割
給
付
が
実
現
し
、
扣

年
Ⅱ
月
１
日
に
は
薬
価
基
準
の

改
正
、
酬
年
１
月
よ
り
世
帯
員

の
７
割
給
付
を
実
施
し
、
真
に

役
立
つ
国
保
と
し
て
、
充
実
し

て
ま
い
り
ま
し
た
、
こ
れ
ひ
と

え
に
市
民
の
皆
さ
ん
、
並
び
に

医
瞭
担
当
者
の
か
た
が
た
の
な

み
な
ゑ
な
ら
ぬ
ご
協
力
の
賜
と

き
ま
せ
ん

主
た
、
投
票
日
前
ま
で
に
入

院
を
予
定
さ
れ
て
い
る
人
、

出
嘩
予
定
Ｈ
が
投
票
日
頃
に

な
る
人
は
病
院
長
叉
は
助
産

婦
等
の
証
川
書
を
持
参
し
、

本
人
が
市
の
選
挙
管
理
委
員

会
へ
出
醜
し
て
下
さ
い

右
の
㈲
予
自
、
白
の
理
由
で

不
在
者
投
票
を
す
る
人
は
そ

の
事
由
に
よ
っ
て
汁
長
、
そ

の
代
理
者
、
病
院
長
、
市
町

国
保
税
を
大
巾
に
改
正

国療

保養

財給

政付
深
く
感
謝
し
て
い
る
次
矛
で
す

さ
て
ご
承
知
の
よ
う
に
、
医

療
費
、
受
診
率
は
逐
年
増
加
の

一
途
を
た
ど
っ
て
お
り
、
国
保

財
政
は
容
易
な
ら
ざ
る
段
階
に

直
面
し
て
お
り
ま
す
。

僚
喪
給
付
費
の
過
去
３
年
間

の
推
移
を
見
て
ゑ
ま
す
る
と
詔

年
度
は
二
二
三
七
三
千
円
、
鍋

年
度
は
三
○
七
○
九
千
円
、
㈹

年
度
は
四
一
四
一
七
千
円
、
叩

年
度
は
五
八
三
○
三
千
円
が
見

込
ま
れ
ま
す
、
ま
た
岨
年
度
を

樅
計
し
ま
す
と
六
八
五
三
六
千

円
と
な
り
、
養
瞭
給
付
の
増
加

は
国
保
財
政
を
ど
う
し
て
も
維

持
す
る
こ
と
が
因
難
に
な
り
、

姫
年
度
か
ら
五
六
、
八
彰
の
増

徴
を
見
込
ん
だ
の
で
あ
り
ま
す

な
お
県
下
の
峪
市
の
状
態
を

ゑ
て
ゑ
ま
す
る
と
一
世
帯
当
り

水
海
道
市
の
一
○
六
六
五
円
、

をの 村
長
、
官
公
署
の
長
の
証
明

書
が
必
要
で
す
が
、
そ
の
用

紙
は
選
挙
管
理
委
員
会
に
あ

り
ま
す

そ
の
他
詳
細
な
点
に
つ
い

て
は
選
挙
鴎
理
委
員
会
に
お

た
づ
ね
下
さ
い

燕
市
内
の
指
定
病
院

○
高
萩
協
同
病
院

○
院
捺
法
人
高
萩
寛
仁
会

高
萩
胸
院

困増

難加

はヤ

被
保
険
者
証
が
四

月
一
日
か
ら
更
新

４
月
１
日
か
ら
、
国
民
健
康

保
険
の
被
保
険
者
証
か
新
し
く

な
り
ま
す
。

現
在
み
な
さ
ん
が
使
用
し
て

い
る
被
保
険
者
証
は
、
３
月
訓

日
で
有
効
期
限
が
切
れ
、
４
月

１
日
以
降
は
使
え
な
く
な
り
ま

す
の
で
、
必
ず
新
し
い
被
保
険

者
証
と
と
り
か
え
て
く
だ
さ
い

新
し
い
被
保
険
者
証
は
、
３

月
汀
日
か
ら
３
月
訓
日
ま
で
に

交
付
し
ま
し
た
が
ま
だ
新
し
い

保
険
者
証
を
受
け
と
っ
て
い
な

い
か
た
は
早
く
古
い
被
保
険
者

証
を
お
持
ち
に
な
っ
て
お
出
で

く
だ
さ
い
。

ご
理
解
く
だ
さ
れ
、
ご
協
力
弁

お
願
い
す
る
次
矛
で
す
。

ま
た
塊
年
度
の
所
得
状
況
が

わ
か
り
ま
し
た
ら
瀞
率
等
に
つ

い
て
詳
し
く
お
知
ら
せ
し
ま
す

当
市
は
六
一
八
五
円
で
最
下
位

酬
年
度
に
お
い
て
も
旧
市
の
な

か
で
旧
位
で
す
、
塊
年
度
の
増

徴
分
を
計
算
し
て
他
市
と
比
較

し
て
も
８
番
目
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
低
い
負
提
率
で

は
ど
う
し
て
も
国
保
財
政
を
運

営
し
て
い
く
こ
と
が
困
難
で
あ

り
ま
す
。

ど
う
か
こ
の
よ
う
な
現
況
を

ご
理
解
く
だ
さ
れ
、
ご
協
力
を

お
願
い
す
る
次
才
で
す
。

）

さ
る
三
月
の
定
例
市
議
会
に

お
い
て
公
平
委
員
、
同
定
資
産

一
評
価
委
員
の
改
選
＄
人
権
擁
護

委
員
の
推
せ
ん
が
行
わ
れ
て
吹

の
方
々
が
再
選
さ
れ
ま
し
た
。

公
平
委
員
笠
谷
喜
之
助

銅
唯
塞
錘
鈴
木
勝
正

卦
椎
擁
鍛
永
山
美
休〃
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米
は
日
本
人
の
主
食
、
わ
た
円
で
す
、
は
い
け
な
い
こ
と
に
な
っ
て
お

く
し
た
ち
の
生
活
に
は
米
を
抜
米
の
品
質
の
見
分
け
方
は
む
り
ま
す
。

き
に
は
考
え
ら
れ
ま
ん
、
ず
か
し
い
も
の
で
す
が
、
上
米
輸
入
米
の
見
分
け
方
は
、
米

「
悪
い
米
が
ま
じ
っ
て
い
る
」
は
一
粒
一
粒
が
み
が
い
た
よ
う
粒
に
赤
い
線
が
入
っ
て
い
れ
ば

「
お
い
し
く
な
と
「
等
級
と
に
な
っ
て
お
り
、
表
面
に
ヌ
カ
そ
れ
は
輸
入
米
で
す
。

値
段
が
は
っ
き
り
し
な
上
な
が
付
着
し
て
い
な
い
も
の
で
す
よ
い
米
を
買
う
場
合
に
は
、

ど
の
苦
情
が
最
近
き
わ
め
て
多
水
で
二
、
三
度
ゆ
す
い
だ
だ
け
何
ん
と
い
っ
て
も
消
費
者
の
み

く
聞
か
れ
ま
す
で
簡
単
に
と
れ
ま
す
、
並
み
米
な
さ
ん
が
常
に
脆
視
の
眼
を
光

そ
こ
で
配
給
：
，
、
』
”
哩
〆
￥
う
：
Ⅱ
，
ゞ
』
垂
§
ゞ
，
！
『
ゞ
＄
：
：
．
：
：

…
：
洲
：
；
：
．
…
：
：
ら
せ
、
買
う
と

雛
摺
騨
ユ
ー
配
給
米
侭
懸
織
魁
関
心
軽
瀞
羅
縦
騨

け
方
な
ど
を
お
｝
盛
”
一
．
“
卦
》
葱
雫
一
世
“
・
ざ
薇
ゞ
・
蝦
》
篭
“
賀
》
》
“
。
．
・
・
・
渉
電
：
，
…
愛
￥
↑
》
Ⅲ
鱒
Ｉ
軽

い
」
と
こ
ん
な

話
し
参
考
に
資
し
た
い
と
思
い
は
ヌ
ヵ
が
少
し
位
、
米
に
つ
い
注
文
は
せ
ず
、
必
ず
「
上
米
下

ま
す
。
て
い
て
も
よ
く
手
に
に
ぎ
る
と
さ
と
・
と
は
っ
き
り
米
の
種

現
在
の
配
給
制
度
の
種
類
は
手
が
ヌ
カ
の
為
に
曰
く
駁
り
、
類
を
指
定
す
る
こ
と
で
す
、
お

上
米
、
並
み
米
、
徳
川
米
の
三
水
で
流
う
と
、
水
が
で
き
寵
す
米
屋
さ
ん
に
よ
く
聞
い
て
自
分

値
段
は
上
米
旧
キ
口
当
り
一
釧
魂
鞆
壁
妙
極
碓
啼
詫
醸
妙
鰄
詫
買
う
米
を
決
め
た
い
も
の
で

種
類
に
分
れ
て
お
り
ま
す
。

お
か
し
い
と
思
っ
た
と
き
は

二
○
五
円
、
昔
み
米
二
六
五
上
か
ら
三
分
の
二
以
下
に
く
だ
お
米
屋
さ
ん
、
食
綴
事
務
所
、

円
、
徳
用
米
九
七
○
門
、
そ
れ
け
た
米
が
上
米
で
は
七
％
、
並
市
役
所
市
民
課
へ
遠
慮
な
く
ご

に
目
由
販
売
の
外
米
は
八
○
○
鼻
米
で
は
一
○
蝿
以
上
あ
っ
て
相
談
下
さ
‐
い
。

｝
灘

鍵
a ､

高
萩
海
岸
、
駅
東
地
区
の
空

地
を
見
て
ま
わ
っ
た
と
こ
ろ
、

美
し
い
砂
浜
、
ゑ
ど
り
と
空
間

の
あ
る
駅
東
地
区
の
空
地
が
、

・
コ
ミ
や
牡
ド
カ
ケ
で
い
つ
ぱ
い

で
、
す
。

み
ん
な
で
楽
し
く
遊
ぶ
い
こ

い
の
場
所
、
衛
生
的
な
靴
塊
都

市
を
め
ざ
し
て
、
住
み
よ
い
街

づ
く
り
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と

き
「
心
な
い
人
を
」
に
よ
っ
て

ま
ち
が
よ
ご
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
残
念
で
な
り
ま
せ
ん
。

立
派
な
↑
コ
ミ
焼
却
場
が
で
き

て
い
ま
す
、
す
ぐ
申
し
込
ん
で

い
た
だ
け
れ
ば
す
ぐ
収
集
に
伺

い
ま
す
。

〃
・
コ
ミ
や
七
ド
カ
ケ
を
海

岸
や
空
地
に
す
．
て
な
い
で

下
さ
い
〃

法
津
制
定

の
趣
旨

こ
の
法
律
ば
、

旧
勲
章
年
金

受

給
者
が
か
つ
て

受
け
て
い
た
経

済
的
処
遇
が
失

わ
れ
て
い
た
こ

と
な
ど
の
事
情

で
、
そ
の
処
遇

の
改
善
を
は
か

る
た
め
、
特
別

な
措
置
と
し
て

一
時
金
を
支
給

す
る
た
め
に
作

ら
れ
た
も
の
で

旧
勲
章
年
金
受
給
者
に

関
す
る
特
別
措
置
法
と
は

す
。

受
給
者
と
は

旧
陸
海
軍
軍
人
軍
属
な
ど
で
、

日
清
、
日
露
、
北
沽
、
才
一
次

世
界
大
戦
、
済
南
、
満
洲
等
の

戦
後
に
参
加
し
、
そ
の
武
功
に

よ
り
金
鵡
勲
章
を
授
与
さ
れ
、

昭
和
加
年
屹
月
訓
日
に
お
い
て

旧
金
鶉
勲
章
年
金
令
（
明
治
訂

年
勅
令
才
百
七
十
三
号
）
に
よ

る
年
金
を
受
け
る
権
利
か
あ
る

か
た
で
、
昭
和
調
年
４
月
１
日

に
日
本
の
国
籍
を
有
し
て
い
た

か
た
に
一
時
金
十
万
円
を
受
給

し
ま
す
。

元
警
察
官
等
で
国
境
の
警
備

に
服
務
し
、
そ
の
功
績
に
よ
り

昭
和
副
年
３
月
訓
日
内
閣
告
示

矛
九
号
に
よ
り
、
勲
等
年
金
を

支
給
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

者
で
、
昭
和
躯
年
１
月
１
日
に

お
い
て
そ
の
支
給
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
か
た
に
は
、
一
時

金
と
し
て
三
万
円
が
支
給
さ
れ

ま
す
。な

お
、
請
求
手
続
な
ど
の
く

わ
し
い
こ
と
は
、
福
祉
事
務
所

社
会
係
へ
お
た
づ
ね
下
さ
い
、

※
戦
没
者
遺
族
援
誰
法
等
に
よ

る
特
別
弔
慰
金
（
昭
和
扣
年

４
月
１
日
現
在
」
遺
族
年
金

公
務
扶
助
料
等
を
受
給
し
て

い
な
い
兄
弟
姉
妹
等
に
三
万

円
が
支
給
さ
れ
ま
す
）
を
ま

だ
請
求
し
て
い
な
い
か
た
は

お
早
く
手
続
き
を
す
左
せ
て

下
さ
い
。

■叩

叩
保
険
料
と
免
除
制
度

叩
国
民
年
金
の
被
保
険
者
の
階

叩
層
か
い
ろ
い
ろ
で
あ
る
た
め
、

Ⅲ
他
の
年
金
制
度
に
は
み
ら
れ
な

肌
い
保
険
料
の
免
除
制
度
が
あ
り

叩
年
季
￥
斗
参
Ｑ

Ｈ
一

申
し
出
る
だ
け

叩
・
・
・
・
ｐ
ｐ
－
ｑ
ｑ
頃
・
”

Ⅲ
法
定
免
除
で
当
然
免
除
さ

：
・
・
・
・
：
：
れ
る
と
き
。

Ⅱ

、
才
雇
と
、

Ⅱ
生
沽
保
護
を
受
け
て

、
い
る
人
隙
害
年
金
、
母

川
干
福
祉
年
金
受
給
権
者

叩

Ⅲ
な
ど
・
か
含
ま
れ
す
ま
・

巾
請
を

Ⅷ
申
請
免
除
し
て
認

Ⅲ
。
。
。
・
・
・
暴
Ｄ
・
・
・
・

め
ら
れ

叩
る
と
き
申
請
免
除
に
は

叩

Ⅲ
免
除
基
準
が
あ
り
、
前

皿
年
の
所
得
、
資
産
の
有

叩

Ⅲ
無
、
保
険
料
を
納
め
る

Ⅲ
こ
と
が
困
難
で
あ
る

叩
と
き
な
ど
、
一
定
の
基

皿
準
以
下
で
あ
り
申
請
す

Ⅲ
れ
ぱ
保
険
料
が
免
除
に

Ⅲ
な
り
ま
す
、

叩
申
請
期
間
は
原
則
と

Ⅲ
し
て
四
月
か
ら
七
月
ま

川
で
で
す
、
な
お
任
意
加

叩

入
者
は
保
険
料
の
免
除

OpU1 I I I DU lpBBI I1 I ppUU I I 『ロリロロhUp I I

恩
典
は

あ
り
ま
せ
ん
。

保
険
料
の
納
付
方
法

一
年
を
四
半
期
に
分
け
て
納

付
害
に
よ
っ
て
納
め
る
こ
と
に

な
っ
て
お
り
ま
す
。

四
月
か
ら
六
月
（
才
一
期
）

七
月
か
ら
九
月
（
矛
二
期
）

十
月
か
ら
士
一
月
（
矛
三
期
）

一
月
か
ら
三
月
（
才
四
期
）

ほ
か
に
前
納
す
る
こ
と
明
で

引の
２

き
ま
す
、
こ
の
と
き
は
保
険
料

の
割
引
に
な
り
ま
す
。
ま
た
四

半
期
に
分
け
て
納
め
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
き
は
毎
月
納
め
る

こ
と
も
で
き
ま
す
。

通
算
老
令
年
金
と
は

国
民
年
金
の
拠
出
期
間
と
、

他
の
被
州
老
年
金
の
拠
川
期
間

が
通
算
さ
れ
る
制
度
で
す
。

者
に
は
記
号
と
番
号
が
与
え
ら

れ
ま
す
、
こ
の
記
号
番
号
は
終

身
全
国
ど
こ
に
住
ん
で
恥
変
り

ま
せ
ん
、
転
出
の
と
ぎ
一
は
、
年

金
手
帳
を
持
っ
て
転
出
先
の
市

町
村
役
場
へ
提
出
し
、
引
き
続

い
て
保
険
料
を
か
け
て
下
さ
い

。
…
．
．
．
．
・
・
：
と
は
死
亡
し
た

資
格
喪
失
り
、
国
籍
を
失

…
…
・
・
・
…
な
っ
た
時
を
い

え
ま
す
が
、
被
保
険
者
が
他
の

被
用
者
年
金
制
の
資
格
を
取
得

し
た
と
き
本
資
格
を
袈
失
よ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

その

例
え
ば
厚
生
年
金
ほ
原

則
と
し
て
二
十
年
納
め

れ
ば
年
金
受
給
資
格
者

に
な
り
ま
す
が
、
十
年

と
か
十
五
年
で
会
社
を

退
峨
し
た
と
ぎ
厚
生
年

金
の
拠
出
期
間
だ
け
で

は
年
金
が
受
け
ら
れ
ま

せ
ん
が
、
不
足
の
年
数

を
国
民
年
金
に
加
入
し

拠
出
条
件
を
満
た
せ
ば

そ
れ
ぞ
れ
国
民
年
金
と

厚
生
年
金
か
ら
年
金
が

支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
お
り
ま
す
。

被
保
険
者
と
記
号

番
号

加
入
し
ま
す
と
保
険

－470


